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提案基準３５ 

「特定区域内における小規模敷地の開発行為等」 

法３４条１４号 

令３６条１項３号ホ 

◎ 立地基準編第２章第１２節［審査基準 ２］提案基準３５(P109) 

 

１ 要件１(３)について 

「周辺に土地を求め拡張することが困難」とは、計画地の周囲に隣接する土地が、既に建

築物等の敷地として利用されている場合や、申請者等以外のものが所有し、既に土地利用が

計画されている場合等で、土地を拡張することが困難なものをいう。また、より狭小な複数

の土地を一として利用した場合においても敷地面積が２００平方メートルを満たさない場合

は、さらに周辺に土地を求めて敷地面積を２００平方メートル以上とすることが困難である

と認められること。 

 

２ 要件３について 

「当該市町村の土地利用計画、環境の保全、周辺の状況等に照らし支障がないものである

こと」については、当該市町村長の意見書により確認する。 

 

３ 要件４(２)について 

「敷地の面積は、原則として１６５平方メートル以上」であることについて、敷地面積が

１６５平方メートル未満の場合にあっては、次に掲げる要件のすべてに該当すること。 

(１) 平成１７年１月１日以前から土地を所有している者が、自己の居住の目的で住宅の建

築を行うものであること。 

(２)平成１７年１月１日以前から宅地(登記簿上の地目が宅地)であり、敷地の現況を著しく

変更することなく土地利用が行われるものであること。 

(３)周辺部に住宅が建ち並び、物理的に土地を拡張することが困難であると認められるこ

と。 

 

＜留意事項＞ 

上記３の運用を適用する場合、属人性を有する内容でもって許可を行うことになることか

ら、適格性を有しない者へ譲渡されること等による用途変更を行う場合は、提案基準１９

「属人性に係る用途変更」による事前協議手続が必要になるので、留意すること。

  


